
事 務 連 絡   

令和２年 10 月 26 日   

 

（公社）岡山県医師会 
御中 

（一社）岡山県病院協会 

 

岡山県保健福祉部健康推進課   

 

検査実施機関の変更について 

 

このことについて、厚生労働省健康局結核感染症課から別添のとおり通知があり

ましたので、貴会員への周知をお願いいたします。 

 なお、この事務連絡は次のホームページに掲載していますのでお知らせいたします。 

記 

岡山県保健福祉部からの医療安全情報等のお知らせ 

http://www.pref.okayama.jp/site/361/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県保健福祉部健康推進課 

感染症対策班 

TEL:086-226-7331 

FAX:086-225-7283 

 



 

事 務 連 絡 

令和２年 10 月 21 日 

 

  都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局） 御中  

    特 別 区 

厚生労働省健康局結核感染症課 

 

検査実施機関の変更について 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）

第６条第５項第 11 号の規定に基づき４類感染症として定められているブルセラ症につい

ては、令和２年 10月 26日より国立感染症研究所において検査を実施することとなりまし

たのでお知らせします。 

貴職におかれましては、貴管内の市町村及び関係機関等へ周知くださるようよろしくお

願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当） 

厚生労働省健康局結核感染症課 

電話：03（5253）1111（内線 2384/2376） 


